
船舶事故調査報告書 

平成３０年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 平成３０年４月２９日 ２１時００分ごろ 

発生場所 播磨
は り ま

灘の鹿
しか

ノ
の

瀬
せ

付近 

 上島
かみしま

灯台から真方位１６１°５.３海里 

 （概位 北緯３４°３６.２′ 東経１３４°４４.９′） 

事故の概要  プレジャーヨットミストは、東進中、のり養殖施設に乗り入れ、同

施設が損傷した。 

事故調査の経過 平成３０年５月９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット ミスト、５トン未満（長さ７.４０ｍ） 

 ２５３－２４８２大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船底外板に擦過傷 

のり養殖施設 枠ロープの切断 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

兵庫県洲本市、同県南あわじ市及び同県明石市には、平成３０年４

月２９日１７時４２分に強風及び波浪注意報が発表され、本事故時も

継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、南あわじ市福良

港に向けて、淡路島西方沖を機帆走により南西進中、船長が、主機に

不具合が生じたので帆走に切り替えて航行を続けていたが、波浪が大

きくなったことを感じて明石市明石港へ帰港することとし、南あわじ

市雁
かり

子
こ

岬西方沖を北進した。 

 船長は、鹿ノ瀬付近に設置されたのり
．．

養殖施設（以下「本件施設」

という。）の存在を示すブイを右舷方に視認しながら操船中、同ブイ

が見当たらなくなったので、本件施設の北方を通過したと思い、針路

を右に転じて東進したところ、本件施設に乗り入れた。 

 船長は、主機に不具合が生じた後、航海灯の電源を確保するため、

ＧＰＳプロッターの電源を切っていた。 

 本件施設は、五角形の各辺にブイが設置されており、その外周の北

方、北西方及び南方に黄色の標識灯が、さらにその外周の西方に鹿ノ

瀬西方灯浮標が、南方に鹿ノ瀬灯浮標がそれぞれ設置されていた。 

分析  本船は、播磨灘の鹿ノ瀬付近を東進中、船長が、周囲の見張りを適

切に行っていなかったことから、本件施設の存在を示す灯浮標に気付



かずに航行し、本件施設に乗り入れ、本件施設が損傷したものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、播磨灘の鹿ノ瀬付近を東進中、船長が、

周囲の見張りを適切に行っていなかったため、本件施設の存在を示す

灯浮標に気付かずに航行し、本件施設に乗り入れたことにより発生し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・事前に航行予定海域の水路調査を十分行い、養殖施設の設置区

域、標識灯等の位置を把握しておくこと。 

 ・養殖施設の設置区域付近を航行する場合は、見張りを厳重に行っ

て標識灯等を見落とさないようにするとともに、養殖施設の設置

区域から十分に距離を隔てて航行すること。 

 


